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在宅の要介護（支援）者が，特定の住宅改修を行った場合に，支給限度基準

額内でかかった費用のうち，保険給付分が保険者より支給されます。  

 住宅改修費の支給は，工事前にあらかじめ支給申請書を提出し，工事後に完

了届を提出することにより行われます。  

 

 

  

支給限度基準額は要介護度にかかわらず，同一の住宅で２０万円です。  

※利用者負担割合は，所得や世帯構成に応じ

て１割から３割に決まります。８月に更新さ

れますので，負担割合証をご確認ください。  

 領収日時点の負担割合が適用されます。  

 

また，以下の場合には，改めて支給限度基準額が２０万円となります。  

（支給限度基準額の残額があっても持ち越されず，２０万円となります。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険給付分の最高支給額一覧表  

利用者負担割合※  保険給付分（最高支給額） 

１割  ９割（１８万円）  

２割  ８割（１６万円）  

３割  ７割（１４万円）  

＜介護状態区分が３段階以上重くなった場合の例外＞  

初回の住宅改修着工日の  

要介護状態区分  

追加の住宅改修着工日の  

要介護状態区分  

要支援１・経過的要介護・  

要支援（H18.4.1 前）（第１段階）  

要介護３（第４段階）  

要介護４（第５段階）  

要介護５（第６段階）  

要支援２・要介護１（第２段階）  
要介護４（第５段階）  

要介護５（第６段階）  

要介護２（第３段階）  要介護５（第６段階）  

 この例外は，同一住宅・同一要介護者について１回のみ適用されます。  

①  転居されたことで住民票上の住所に変更があった場合  

②  最初の住宅改修に着工した日と比べて，※要介護状態区分が  

３段階以上重くなった場合  

 

□1  居宅介護（介護予防）住宅改修費給付の概要  

 

□2  支給限度基準額  

 

例）７月に住宅改修事前申請を提

出した。工事が完了し，８月に事業

者に改修費用を支払った（支払日

＝領収日）。  

⇒ ７月に２割負担，８月に３割負担

だった場合，領収日が８月なので３

割負担になります。  
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３段階リセット具体例  

 
例１  
 
 
 
 
 
初めて住宅改修を行った要介護１を基準として３段階以上上がっているため，
３段階リセットを適用します。  
 
例２  
 
 
 

 
 
 
初めて住宅改修を行った要支援２を基準として３段階以上上がっているため，  
３段階リセットを適用します。  
 
例３  
 
 
 
 
 

初めて住宅改修を行った要介護３を基準としているため，３段階リセットは  

適用されません。  

 
例４  
 
 
 
 
 
 
３段階リセットが適用されると，支給限度額の残額（この場合は１０万円）も  
リセットされます。  
 

例５  
 
 
 
 
 
 
３段階リセットの例外は１人の被保険者について１回限りです。  
  

新規認定 住宅改修１回目 住宅改修２回目 住宅改修３回目

要支援１
（第１段階）

要介護１
（第２段階）

要介護３
（第４段階）

要介護４
（第５段階）

- ２０万円まで利用 ×　利用不可
○　３段階リセット

再度２０万円まで利用可
能

住宅改修１回目 住宅改修２回目 住宅改修３回目

要支援２
（第２段階）

要介護３
（第４段階）

要介護４
（第５段階）

１５万円まで利用
追加の住宅改修
残りの５万円を利用

○　３段階リセット
再度２０万円まで利用可

住宅改修１回目 住宅改修２回目 住宅改修３回目

要介護３
（第４段階）

要介護１
（第２段階）

要介護４
（第５段階）

１０万円まで利用
追加の住宅改修
残り１０万円を利用

×　利用不可

住宅改修１回目 住宅改修２回目 住宅改修３回目

要支援１
（第１段階）

要介護３
（第４段階）

要介護２
（第３段階）

１０万円まで利用
○　３段階リセット
１５万円まで利用

（残額１０万円はリセット）
５万円まで利用可能

住宅改修１回目 住宅改修２回目 住宅改修３回目

要支援１
（第１段階）

要介護３
（第４段階）

要介護５
（第６段階）

２０万円まで利用
○　３段階リセット
２０万円まで利用

×　利用不可
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転居リセット具体例  
 
例１  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
例２  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
転居前の住宅（家 A）に再び転居した場合は，転居前に係る利用限度額が適用
され，３段階リセットの例外は転居後（上記の場合は家 A）の住宅のみに着目
して適用されます。つまり，住宅改修３回目，４回目（家 A）は，住宅改修１

回目（家 A）の要介護１（第２段階）が基準となるため，住宅改修４回目時に
３段階リセットとなります。  

  

住宅改修１回目（家Ａ） 住宅改修２回目（家Ｂ） 住宅改修３回目（家Ａ） 住宅改修4回目（家Ａ）

要介護１
（第２段階）

要支援１
（第１段階）

要介護３
（第４段階）

要介護４
（第５段階）

１５万円まで利用 ○　転居リセット
２０万円まで利用

５万円まで利用可能 ○　３段階リセット
２０万円まで利用

転居 転居前住宅へ戻る

住宅改修１回目（家Ａ） 住宅改修２回目（家Ｂ） 住宅改修３回目（家Ｂ）

要支援１
（第１段階）

要支援１
（第１段階）

要介護５
（第６段階）

２０万円まで利用
○　転居リセット
２０万円まで利用

○　３段階リセット
２０万円まで利用

転居



- 4 - 

 

 

 

 

■  以下の条件を全て満たす方  

①  要介護１～５又は要支援１・２の認定を受けている方  

  →非該当（自立）の認定を受けた方は，市の一般施策を利用できる場合が

あります。  

②  住民票上の住所に在宅で生活している方  

 →住民票以外の住所の場合は，在宅であっても住宅改修費支給の対象とな

りません。  

③  住宅改修の着工前に調布市に事前申請をして，承認を得ている方  

 

■  新規申請等で要介護（支援）認定結果が出ていない方  

入院入所中の方の申請について  

原則，住宅改修の申請はできません。  

しかし，認定が出ていない場合でも住宅改修を行わないと生活に支障があ  

る方，住宅改修を条件に退院・退所を見込んでいる方については，条件を付

して受付をしています。  

別途，提出いただく書類（住宅改修費支給申請書の事前申請に伴う承諾書）

がありますので介護保険担当までご連絡をお願いいたします。  

 

■  工事前に入院・入所・死亡した場合について  

  事前承認を得ている場合でも，場合によっては住宅改修費が支給されませ

ん。まず，介護保険担当までご連絡をお願いいたします。  

工事途中の場合は，入院等するまでの工事費が支給の対象となります。  

  

□3  支給対象となる方  
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１  手すりの取付け  
  廊下，便所，浴室，玄関，玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは

移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの  
 

２  段差の解消  
  居室，廊下，便所，浴室，玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路ま

での通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修。  

敷居を低くする工事，スロープ設置工事，浴室の床のかさ上げ等  

※  昇降機，リフト等，動力により段差を解消する機器を設置する工事は該

当しない。  
 

３  滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の  

材料の変更  
  居室における畳敷きから板製床材，ビニル系床材等への変更，浴室におけ

る床材の滑りにくいものへの変更，通路面における滑りにくい舗装材への変

更等  
 

４  引き戸等への扉の取替え  
    開き戸を引き戸，折戸，アコーディオンカーテン等に取り替えるといった

扉全体の取替え，扉の撤去，ドアノブの変更，戸車の設置等  
 

５  洋式便器等への便器の取替え  
  和式便器から洋式便器への取替え，既存の便器の位置や向きの変更等。  

洋式便器の洗浄機能等の付加を理由とした取替えは対象外。  

    さらに，非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替

える場合，当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の費用は保険給付の対象と

ならない。（詳細は P.22 参照）  
 

６  上記１から５の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修  
(1) 手すりの取付け  

   手すりの取付けのための壁の下地補強  

 (2) 段差の解消  
   浴室の床の段差解消（浴室の床のかさ上げ）に伴う給排水設備工事，  

ｽﾛｰﾌﾟの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置  

 (3) 床又は通路面の材料変更  
   床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更の

ための路盤の整備  

 (4) 扉の取替え  
   扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事  

 (5) 便器の取替え  
   便器の取替えに伴う給排水設備工事（水洗化又は簡易水洗化に係るもの

を除く），便器の取替えに伴う床材の変更  

□4  支給対象となる住宅改修（詳細はＰ .１８～22）  
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□5  住宅改修の流れ 

４  事前申請書の提出（Ｐ .9）  
  工事を行う前に必ず事前申請を行ってください（事業者・利用者ど

ちらからでも可）。  

  提出書類は P. 9～12 を参照してください。  

１  相談  
  P.４  「３支給対象となる方」を参照し，①②に該当するか確認し

ます。  

  利用者及びその家族（以下，「利用者」という。）から担当のケア

マネジャーに相談し，事前申請時の提出書類「住宅改修が必要な理由

書」の作成を依頼します。担当のケアマネジャーがいない場合は，住

所地区の地域包括支援センターにご相談ください。  

２  施工業者へ下見積りを依頼  
  ケアマネジャーもしくは包括職員（以下，「ケアマネジャー」とい

う。）が，介護保険住宅改修の対象と判断したら，利用者は，複数の施

工業者へ下見積りを依頼します。  

 

※  ケアマネジャーは利用者が希望されても，自立支援の観点から必要

性が低い場合は，現時点での住宅改修を見送る等，介護保険として適

正な内容であるか客観的に判断し，理解が得られるよう説明してくだ

さい。  

 

３  打合せ・施工業者の決定  
  利用者・ケアマネジャー・施工業者で現地確認をし，打合せを行

い，改修内容を確定します。ケアマネジャーが理由書を作成し，それ

を元に施工業者は見積書を作成します。利用者は内容や金額を検討の

上，施工業者を決定し，住宅改修に必要な書類（見積書，図面，写真

等）の作成を依頼します。  

 

 ※  単なるリフォーム工事ではなく，自立支援の効果が期待できる

か，改修の必要性があるか，住宅の状況等を考慮し，ケアマネジャ

ー，施工業者は改修内容を検討してください。  
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 住宅改修費の支給申請に係る書類は，下記よりダウンロードすることが

できます。ご活用ください。  

調布市ホームページ⇒申請書ダウンロード⇒福祉・介護保険⇒  

 

介護保険住宅改修費支給申請書  

５  事前審査・審査結果の通知  

  提出された事前申請について，市が審査し，その結果を利用者に郵
送にて通知します。  

  審査には，お時間をいただきますのであらかじめご了承ください。  
  （受領委任払の場合は事業者にも交付いたします。）  

 

６  工事着工・完成  

  承認がおりたことを確認してから工事を進めてください。  

  承認前に着工した場合は支給対象になりませんのでご注意ください。  

７  利用者から施工業者への支払  
  【償還払】  全額（10割）  

  【受領委任払】全額から「給付額」を引いた額  

（負担割合分1～3割 +限度額超過分）  

９  支給決定通知送付・保険給付分支払  

  完了届について市が審査を行い，適正と判断した場合は，償還払の

場合は利用者へ，受領委任払の場合は事業者へ保険給付分を支給しま

す。  

８  完了届の提出  
  工事完了後，速やかに完了届を提出してください。（事業者・利用者

どちらからでも可）  

  提出書類はP.13～15を参照してください。  
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□6  住宅改修費の支給方法  

 

１ 償還払  
   

利用者は，対象費用の１０割を事業者に支払い，市から保険給付分  

（９～７割分）の支給を受ける方法。  

 

２ 受領委任払  
   

利用者は，対象費用の利用者負担割合分の自己負担額（１～３割分）

を事業者に支払い，事業者は市から保険給付分（９～７割分）の支給を

受ける方法。  

 

①  受領委任払の目的  

償還払の方法に代えて，受領委任払の方法により住宅改修費を支給

することにより，在宅の要介護（支援）者の一時的な経済的負担の軽

減を図り，もって要介護（支援）者の福祉を増進します。  
 

②  受領委任払の方法が利用できる条件                    

   次のいずれにも該当する場合に限ります。  

  １  介護保険料の滞納がないこと  

  ２  事業者が調布市と協定を結んでいる受領委任払対象事業者であ

り，受領委任払の方法を利用することを承諾していること  

  ３  要介護（支援）認定を新規申請中ではないこと  

４  施設・病院等へ入院・入所中ではないこと  

 

 

自己負担額の計算方法  
利用者負担割合に応じて，対象となる住宅改修費の９～７割を保険給付

として計算し（端数が発生した場合は切捨て），残額（１～３割）が自己

負担額となります。  

 

※利用者負担割合が３割の例  

A 工事費 (対象額 )  ×０．７  B 保険給付費  A-B 自己負担額  

  187，634 円   (端数切捨て )131，343 円     56，291 円  
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介護保険で住宅改修費の支給を受けるためには，事前に下記の書類を調布市

の窓口に提出し，市から承認を受ける必要があります。  

（承認前に着工した場合は支給対象になりません。）  

 

≪必要な申請書類≫  

□ １ .介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書「事前申請」  

□ ２ .住宅改修が必要な理由書  

□ ３ .工事見積書  

□ ４ .工事前の状況がわかる平面図（立面図）  

□ ５ .工事前後がわかる日付入り工事前写真（改修個所をマーキング）  

□ (該当者のみ ) 住宅の所有者の承諾書  ※１ .申請書の裏面  

□ (該当者のみ ) 委任状  ※１ .申請書の裏面  

□ (オーダーメイド品がある場合 ) 参考価格の分かるカタログコピー  

□ その他，市が必要と認めるもの  

１ 「介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書事前申請」（Ｐ.4参照）  
 ①  支払方法（償還払・受領委任払）により，申請書が異なります。  

 ②  被保険者氏名及び申請者名は被保険者証に記載されている名前を記入し

てください。  

 ③  見積金額について（介護保険適用の改修費）  

■   見積金額が 20 万円を超える場合  

20 万円と記入した横にカッコ書きで実際の金額を記入願います。  

【例：全体金額が 25 万円の場合（受領委任払）】  

見積金額  
200,000 円  

(250,000) 

自己負担  

予定額  

20,000 円  

(70,000) 

(負担割合 1 割 ) 

 

■   改修金額が残額を超える場合  

残額を記入した横にカッコ書きで実際の金額を記入願います。  

残額が不明な場合，介護給付係までお問い合せください。  

【例：残額が 6 万円で 10 万円の工事を行う場合（受領委任払）】  

見積金額  
60,000 円  

(100,000) 

自己負担  

予定額  

6,000 円  

(46,000) 

(負担割合 1 割 ) 

 

 ④  訂正について  

   住所・氏名・金額に訂正がある場合，二重線で訂正し，二重線上に申請

者印と同一の印を訂正印として押印願います。  

 ⑤  【裏面】住宅所有者の承諾書（住宅所有者が本人の場合は記入不要）  

□7  工事着工前  住宅改修費支給申請書の提出  
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■   住宅の所有者が本人以外や共有の場合，所有者全員から承諾書をいた

だいてください。  

■   所有者が死亡し，名義変更が行われていない場合は，相続の権利を有

する全ての方から承諾書をいただいてください。  

■   都営及び市営住宅の場合「模様替え届」や「許可書」が必要です。  

 ⑥  【裏面】委任状（本人名義に振り込む場合や受領委任払は記入不要）  

■  償還払で申請者と住宅改修費振込先の口座名義人が異なる場合は，委

任状が必要になります。  

■  委任者の印は，申請者の印と同一のものを押印してください。  

 

２ 「住宅改修が必要な理由書」（Ｐ .２８参照） 

 ①  作成者について…原則，担当ケアマネジャーが作成しますが，下記の優

先順位で担当ケアマネジャー以外の方も作成可能です。  

 

  

 

②  記入内容について  

   本人の身体状況や介護状況を把握し，改修により日常生活をどう変えた

いのか，改修の目的や効果等を所定の様式に記入します。  

 ③  複数の住宅改修の事業者から見積もりを取るよう，利用者に対して説明

しているかをチェックしてください。  

 ④  理由書作成時の病院・施設等への入院入所の有無をチェックしてくださ

い。  

 ⑤  現地確認日，作成日について  

   介護保険制度上，住宅改修が必要な理由を理由書で明確にしてから，工

事見積りを出すため，時系列は下記のとおりになっているか確認願います。  

 

 

         

３ 工事費見積書 （P.30 参照） 

①   住宅改修費の支給対象となる費用の見積りを提出願います。  

 介護保険住宅改修費の支給対象とならない工事と同時に施工する場合は，

介護保険対象の工事分だけの見積書を作成するか，介護保険対象分と対象

外の工事分を区分けして表記してください。  

１  担当ケアマネジャー  

２  担当の地域包括支援センター職員  

現地確認日  ≦  作成日  ≦  見積書の日付（見積日）  



- 11 - 

 

②   タイトルに「見積書」と記載してください。  

③   宛名は被保険者本人の氏名をフルネームで記載願います。  

④   見積日を明記してください（理由書作成日以降であること）  

⑤   諸経費は工事費全体の１０％を目安として審査します。  

⑥   値引きは消費税計算の前に行ってください。  

⑦   消費税は小数点以下切捨てで計算してください。  

 ⑧  改修内容，材料費，施工費，諸経費等を適切に区分したものとし，材料  

  費については部品の個数や長さも記載してください。  

 

４ 改修箇所の日付入り工事前写真  

 ①  改修予定箇所が鮮明にわかる写真をお願いします。  

②  工事後の提出写真と整合性がとれるよう，写す角度等に注意願います。  

③  部分的に撮影されたものではなく，全体の様子がわかるように撮影して

ください。階段等全体が写りきらない場合は，連続性がわかるよう分割し

て撮影いただいて結構です。  

④  A４用紙に写真を貼付する，改修内容が複数ある場合は見積書に対応し

た番号を振るなど，整理した形で提出願います。  

⑤  手すり設置場所など，工事箇所を工事前写真にマークしてください。  

⑥   理由書の記載内容に応じた写真の提出もお願いします。  

例１  段差昇降や浴槽のまたぎの負担軽減等を目的に住宅改修する場合→

段差等を計測した写真（屋内階段は不要）  

例２  既存手すりの高さが身体に合わないことが原因となる場合  

→既存手すりの高さを計測した写真  

  例３  ２階寝室に行くために階段に手すりが必要と記載→２階寝室の写真  

 ⑦  日付入りの写真を提出願います。  

   カメラに日付印字機能が無い場合は，日付を記入した黒板や紙等を写真  

に写し込ませたものでも可。  

⑧  改修箇所に既存の手すりがある場合は，新規手すりとの位置が分かる写

真が必要です。  

 

５ 工事前後の状況がわかる平面図（立面図）  

①  理由書の内容に応じて，居宅内の位置関係がわかるものをお願いします。  
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②  「２階のベランダに行くための手すり」や「台所に行くための段差解消」

など，移動等の改善のために住宅改修をする場合，工事箇所だけではなく，

目的地までの経路及び位置まで，動線がわかるよう図面に表してください。  

  間取り図も作成し，台所，寝室等の部屋名を記してください。  

③  高さや長さを正確に表示してください（補助板も含みます）。  

④  段差解消の場合は，立面図も提出してください。  

⑤  該当箇所に既存手すりがある場合は，それらも図面に表し，写真も添付

してください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前申請書を受付後，全ての書類が不備なく整い次第，内容が適切か審

査をします。申請者（受領委任払の場合は事業者も）に対し，「（介護予

防）住宅改修費承認（不承認）通知書」により通知しますので，承認日以

降に工事を着工してください。  

   
※  市は，申請書を受付後，内容を審査するため承認に時間を要する場合

があります。あらかじめ御了承ください。  

 

 

 

 

■   調布市では，適正な住宅改修費の支給及び現在の住宅改修のニーズを

把握するため，住宅改修をする方のご自宅へ訪問し調査を行っておりま

す。  

■   調査をする方については，住宅改修の申請をされた中から調布市が選

定し，理由書の作成者（ケアマネジャー等）を通じてご連絡いたします。

調査が決まった方につきましては，ご協力をお願いいたします。  

□8  住宅改修費の承認  
 

□9  訪問調査について 

 

 住宅改修費の支給申請に係る書類は，下記よりダウンロードすることが

できます。ご活用ください。  

調布市ホームページ⇒申請書ダウンロード⇒福祉・介護保険⇒  

 

介護保険住宅改修費支給申請書  
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１ 「介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修完了届工事後」（P.31 参照） 

 ①  支払方法（償還払・受領委任払）により，申請書が異なります。  

 ②  被保険者氏名及び申請者名は被保険者証に記載されている名前を記入し

てください。  

 ③  訂正について  

   訂正がある場合二重線で訂正し，二重線上に申請者印と同一の印を訂正

印として押印願います。  

⑧   承認決定日，着工日，完成日などの日付について  

   時系列は下記のとおりになっているか確認願います。  

 

 

 

２ 領収証（コピー可。ただし，原本と照合させていただきます）  
①  領収日を明記してください（工事完成日及び内訳日以降の日付）。  

②  宛名は被保険者本人のフルネームで記載をお願いします。  

③  住宅改修費用であることがわかるもの。  

  （支給対象外の工事費も併せて領収されている場合，介護保険住宅改修  

費の支給対象となる費用を但し書きで明記すること）  

④  償還払の場合は，申請分の全額の領収書  

⑤  受領委任払の場合は，自己負担分（１～３割）の領収書  

 ※  利用者の自己負担分については，領収日時点の負担割合（１～３割）

が基準となります。  

 ⑥  領収金額が５万円以上の場合は，収入印紙（２００円）を貼付し，法人

の代表者又はその代理人，使用人その他の従業員の印章又は署名で消され

ている必要があります。ただし，消費税抜きの金額が５万円を超えない場

合，領収証に消費税抜き価額・消費税額の記載があれば，収入印紙を貼付

する必要はありません。  

 

３ 工事費内訳書（請求書） 

①  日付を明記する（工事の完成日以降領収日までの日付）。  

②  宛名は被保険者本人のフルネームで記載されているもの。  

 ③  住宅改修費の支給対象となる費用の内訳がわかるよう，材料費，施工費，

諸経費等を適切に区分したもの  

10 工事後  住宅改修費完了届の提出  

承認決定日  ≦  着工日  ≦  完成日  ≦  内訳書日付  ≦  領収日  
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④  工事費見積書と記載されているもの及び見積書である旨の記載があるも

のは不可。  

 ⑤  やむを得ず支給申請と実際の改修工事の内容が変わってしまった場合は，

実際に行った工事の内訳書を提出してください。  

 

４ 工事前・工事後の状況がわかる平面図（立面図）  
   居宅内の位置関係がわかるもの。  

   （事前申請と同じ場合も再度ご提出をお願いします。）  

 

５ 改修箇所の日付入り工事後写真  
①  改修箇所が鮮明に分かる写真をお願いします。  

（ブラケットの数，木口化粧材など，部材の個数や形状等，内訳書と照

合します。手すりや補強板等，１枚の写真に収まらない場合は分けて，連

続性がわかるように撮影をお願いします。）  

②  工事前の提出写真と整合性がとれるよう，同じ角度等で撮影してくださ

い。  

③  A４用紙に写真を貼付する，改修内容が複数ある場合は見積書に対応し

た番号を振るなど，整理した形で提出願います。  

 ④  日付入りの写真を提出願います。  

 カメラに日付印字機能が無い場合は，日付を記入した黒板や紙等を写真

に写し込ませたものでも可。  

 

６ 住宅改修完了届工事後の提出における注意事項  

①  着工及び完了日時点の利用者の介護度が未決定の場合  

認定申請（新規，更新，変更含む）中などで，工事の着工及び完成日時

点の介護度が確定していない場合は，認定結果が出るまで完了届は受け付

けできません。  

②  利用者が引き続き，病院に入院又は施設等へ入所している場合  

住宅改修は在宅サービスのため，完了届提出時までに退院又は退所して

いる必要があります。  

③  完了届の提出期限  

領収日より２年以内に提出してください。２年を過ぎると時効により，

請求権が消滅してしまいます。  

④  住宅改修完了後に利用者が亡くなられた場合  

完了届の申請者は，利用者の相続人となりますので，「相続人代表者指
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定届出書」の提出が必要となります。また，添付書類として，戸籍謄本等

の写し (コピー可 )が必要になる場合があります。詳しくは，相続人代表者

指定届出書に記載がありますのでそちらでご確認ください。書式は，ホー

ムページからダウンロードできます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事前申請内容と実際の改修工事内容が変わりそうな時は・・・ 
 

必ず工事着工前に市担当者までご相談ください。  
 

  事前申請見積りからブラケットを１つ減らした場合など，軽微な変更

であったとしても必ず御連絡ください。  

  御連絡をいただかずに，事前申請と異なる工事内容で完了された場

合，住宅改修費が支給されない場合もありますので御注意ください。  

 住宅改修費の支給申請に係る書類は，下記よりダウンロードすることがで
きます。ご活用ください。  
調布市ホームページ⇒申請書ダウンロード⇒福祉・介護保険⇒  
 
介護保険住宅改修費支給申請書  
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事業者が調布市の行う住宅改修費の支給に係る受領委任払について同意し，

その実施について協定を締結し，住宅改修費受領委任払対象事業者として登録

しようとする場合は次の手順により，登録申請を行います。  

 

①  市が実施する介護保険住宅改修事業者研修を受講します。受講後，テスト

を受け，結果を送信することで市への研修受講報告が完了します。  

 

②  市内で，償還払での介護保険住宅改修の実績を２件分つくります。市の定

める合格基準を満たしたものを実績とみなします。  

 

③  『住宅改修費受領委任払対象事業者申請書（第２号様式）』により，事業

所ごとに登録の申請をします。  

 

④  『介護保険住宅改修費受領委任払協定書（第１号様式）』の内容を確認の

うえ，市と事業者で協定を締結します。  

 

⑤  協定締結後，市は『住宅改修費受領委任払対象事業者登録決定通知書（第

３号様式）』により登録事項を通知します。  

 

⑥  通知日より住宅改修費受領委任払対象事業者として登録され，対象となる

利用者から受領委任払の依頼があった場合に受任することが可能になりま

す。なお，登録事項に変更があった場合，登録した事業を廃止した場合若し

くは休止・再開する場合はそれぞれ指定様式により届出が必要となります。  

 

⑦  登録された事業者は住宅改修費受領委任払対象事業者として，ホームペー

ジその他で市民に周知します。そのため，基本的に受領委任払で対応してく

ださい。  

 

※  保険給付の適正化並びに市民に周知するため，公平かつ公正な価格での

サービスの提供をお願いします。  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 【施工事業者用】受領委任払に係る施工

事業者との協定及び登録について 

 

〈留意事項〉  

・協定を締結する際，協議が整わなかった場合は登録を却下します。  

・住宅改修費支給申請の内容について，登録事業者の責に帰すべき理由に

より事実と異なるものがあると認められた場合は協定を解除し，登録を

抹消します。  
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事業所の担当者が研修を受講  

 

 

調布市内で償還払での介護保険住宅改修の実績をつくる  

 

 

市の受領委任払制度に同意のうえ，対象事業者登録申請  

 

 

※市と指定様式により協定を事業所ごとに締結  

 

 

市から事業所に対し，対象事業者登録決定通知書送付  

 

 

 

 

 

 

支給申請（事前申請）時に利用者より受任し，市へ事前申請の提出  

 

 

サービスの提供  

 

 

利用者から 1～３割の自己負担分及び対象外があればその合計額を徴収  

 

 

市へ完了届（受領委任払用）の提出  

 

 

支給決定後，受任事業者へ対象金額の９～７割分を支給  

 

 

 

 

 

  

12 【施工事業者用】 

受領委任払制度利用の流れ 

 

受
領
委
任
払
登
録 

～登録完了後に受領委任払で申請できます～ 
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申請書類の記入上の注意  
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介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書事前申請 
 

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ チョウフ ハナコ 
保険者番号 

 
１ ３ ２ ０ ８ ４ 

被 保 険 者 

氏 名 

 

調布 花子 
被保険者番号 0 0 0 0 ９ ９ ９ ９ ９ ９ 

生 年 月 日 明・大・○昭○年１１月１１日生 電話番号 ×××（×××）×××× 

住 所 調布市 小島町○－○－○ 

住 宅 の 

所 有 者 
調布 太郎                本人との関係（   夫   ） 
○本人以外の所有の場合には，「承諾書」が必要 

改修の内容 ■手すりの取付  □段差の解消  □床材の変更  □扉の取替え  □便器の取替え 

施工業者名 調布住宅改修㈱ 着工予定日 令和 ×年  〇月  日 

見 積 金 額              円 
 

○ 200,000円を超える金額の場合は，200,000円とします。 

提 出 書 類 

■ 住宅所有者の承諾書（住宅の所有者が本人以外の場合。都営住宅の場合は「住宅模様替え届」） 

■ 委任状（口座名義が本人以外の場合），又は相続人届出書（本人が死亡している場合） 

■ 見積書（改修の内容・箇所及び規模がわかるもの） 

■ 改修予定の状態が確認できる書類（日付入りの工事前写真，工事前・工事後の図面） 

■ 住宅改修が必要な理由書 Ｐ１・Ｐ２（原則，担当ケアマネジャーが作成） 

 調布市長 あて 

上記のとおり関係書類を添えて，住宅改修の事前承認を依頼します。 

工事後，「完了届」を提出することにより，居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給を申請しま

す。 

なお，上記申請内容に変更があった場合には,「完了届」のとおり申請します。 

令和×年 〇月 ×日 

     住 所 調布市小島町○－○－○ 

【申 請 者    】                       電話番号 

      氏 名 調布 花子         ㊞   ×××（ ××× ）×××× 

 

 

 

 

 

 

 

 
【 調布市記入欄 】上記の申請について，承認し通知してよろしいで

口
座
振
替
依
頼

欄 銀  行  名 支 店 名 預金種目 口 座 番 号 
住宅改修   銀行・信用金庫  調布     本店 １ 普通 

０ ０ １ ２ ３ ４ ５ 
農協・信用組合 支店・出張所 ２ 当座 

フ リ ガ ナ  チョウフ タロウ 

口座名義人  調布 太郎  

係 係 長 補 佐 課 長 

    

サービス提供年月 資 格 要 介 護 度 相談入力 承認日 

Ｈ   ． １ ２ 
要支援 １ ２ 

  
要介護 経 １ ２ ３ ４ ５ 

 

200,000 

(320,000) 

住宅改修（償還払用）（事前申請）記入

例 

介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費を下記の口座へ振り込んでください。 

※本人名義以外の口座に振込を希望する場合は別途委任状が必要です。 
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住宅改修の承諾書 
 

  年  月  日 

【住宅の所有者】 
 

■ 本人以外の家族等（賃貸契約なし） 

□ 賃貸人 

□ その他（      ） 

【住宅の所有者】 

 

住 所 調布市小島町○－○－○                 

 

                 氏 名  調布 太郎              印 

 

本人との関係（     夫     ） 

 

私は，次の住宅に，（本人） 調布 花子    が，「介護保険居宅介護（介護予防） 

住宅改修費支給申請書」の住宅改修を行うことを承諾いたします。 

 

住 所    調布市小島町○－○－○                 

 

 

※ 住宅の所有者が本人以外の場合は，この承諾書が必要です。 

 

 

 

委 任 状 

                       

令和〇年×月×日         

 

私は，下記のとおり代理人を定め，次の権限を委任します。 

 

 調布市での介護保険要介護（要支援）認定期間中における介護保険居宅介護 

（介護予防）住宅改修費の受領に関する権限 

 

記 

委任者 

（被保険者） 

氏名 

                       調 

 調布 花子                 布 

 

住所 
 

 調布市小島町○－○－○ 
 

代理人 

氏名 
 

 調布 太郎 
 

住所 
 

 調布市小島町○－○－○ 
 

該当項目にチェック 

承諾日も忘れずに 

申請者と承諾者が 

同居の場合でも、 

別々の印を押印 

※認印でOK 承諾者の住所・氏名を記入 

改修先の住所を記入 

表面の申請者印と同じものを押印 

訂正箇所がある場合，この印を使用 

(認印でOK)※修正液等は使用不可 

委任日も忘れずに 
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介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書（受領委任払用）事前申請  

 

フ リ ガ ナ  チョウフ  タロウ  
保 険 者 番 号  

 
1 3 2 0 8 4 

被 保 険 者  調布  太郎  

氏 名  被 保 険 者 番 号  0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 

生 年 月 日  明 ･ 大 ･ ○昭 ○ 年  ○ 月 ○ 日  電話番号  ××（  ×× ）×× 

住   所  調布市小島町○－○－○  

住 宅 の  

所 有 者  

調布  花子        本人との関係（  妻   ）  
○ 本 人 以 外 の所 有 の 場 合には ， 「 承 諾 書」 が 必 要  

改修の内容  
☑手すりの取付け  ☐段差の解消  ☐床材の変更  ☐扉の取替え  ☐便器の取替え  

施工業者名   着工予定日      年   月   日  

①見積金額  

（３２０，０００）  

２００，０００円  
○ 200,000 円 を 超 え る 金 額 の 場 合

は ， 200,000 円 と し ます 。  

②自己負担  

予定額  

（３００，０００）  

２０，０００円  
※ １ 円 未 満 切上 げ  

(利用者負担割合：１  割 ) 

③保険支給予定額  

（①－②）  

１８０，０００円  

提 出 書 類  

■  住 宅 所 有 者 の 承 諾 書 （ 住 宅 の 所 有 者 が 本 人 以 外 の 場 合 。 都 営 住 宅 の 場 合 は 「 住 宅

模様替え届」）  

■  見積書（改修の内容・箇所及び規模がわかるもの）  

■  改修予定の状態が確認できる書類（日付入りの工事前写真，工事前工事後の図面 ）  

■  住宅改修が必要な理由書Ｐ１・Ｐ２（ 原則ケアマネジャーが作成）  

調布市長  宛  

 

上記のとおり関係書類を添えて，住宅改修の事前承認を依頼します。工事後，

「完了届」を提出することにより，居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給を申

請します。  

なお，上記申請内容に変更があった場合には，「完了届」のとおり申請しま

す。また，この申請に基づく居宅介護（介護予防）住宅改修費の受領に関する権

限を次の者に委任します。  

 

令和○年  〇月  〇日  

【申請者】   住   所  調布市小島町○－○－○  

       氏   名  調布  太郎                 ㊞  

（連絡先）調布花代 (娘 ) 090-000-0000 電話番号）０４２－４８１－×××× 

【受任者】   登録番号  調住１９－１１１  

       所  在  地  調布市布田○－○－○  

       事業所名  調布住宅改修株式会社  

       代表者名  介護  要                 ㊞  

       電話番号  ０４２－４８１－×××× 

 

審査の都合上，改修予定日の  

２週間前までに提出。  

提出時点で未定の場合は空欄  
例）見積が 320,000円だった場合，  

200,000円（ 320.000円）  

例 )利用者負担金額を  

計算した結果が  

12 ,345.6円だった場合，  

12 ,346円  

（口座振込先の）  

代表者印を押印  

申請者の家族等で住宅改修の  

内容がわかる方がいれば，  

申請者との関係と名前を記入  

負担割合証を確認  

 

被保険者証の  

名前を記入  

被保険者証を確認  

被保険者証の住所を記入  

共有名義の住宅，家族の所有住宅，  

賃貸住宅の場合等，全ての所有者を記入  

当てはまるものに  

チェック  

提出書類の  

該当項目を  

チェック  

住所・氏名は自筆  訂正箇所がある場合，この印を使用  

(認印で OK)※修正液等は使用不可  

 

第７号様式（第８関係）      

住宅改修（受領委任払用）（事前申請）記入例  
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介護保険居宅介護 (介護予防 )住宅改修費を下記の口座へ振り込んでください。  

口
座
振
替
依
頼
欄 

銀  行  名  支  店  名  預金種目  口座番号  

住宅改修  銀行・信用金庫  

農協・信用組合  

調布       本店  

支店・出張所  

○1  普通  

２  当座  
0 0 1 1 1 1 1 

フ  リ  ガ  ナ   チョウフジュウタクカイシュウ（カブ）  

口座名義人  

調布住宅改修㈱  

 

住宅改修の承諾書  

    令和○年８月１日  

【住宅の所有者】  

 

住  所  調布市小島町○－○－○  

氏  名  調布  花子       ㊞  

本人との関係（  妻  ）  

  

  私は，次の住宅に，（本人）   調布  太郎    が，「介護保険居

宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書」の住宅改修を行うことを承

諾いたします。  

 

 住  所   調布市小島町○－○－○                 

 

■  本人以外の家族等  

（賃貸契約なし）  

 ☐  賃貸人  

 ☐  その他（        ）  

 ※調布市記入欄  

区分  保険料納付状況  保険対象額  本人負担額  支給決定額  備考  

１  一般  

 

２  支払方法の変更  

 

３  給付額減額  

未納保険料  

 

有  ・  無  

 

滞納保険料  

 

有  ・  無  

    

 

サービス提供年月  資  格  要  介  護  度  相談入力  承認日  

Ｒ   ．  １  ２  
要支援  １  ２  

  
要介護  経  １  ２  ３  ４  ５  

預金種目も忘れずに  
銀行名・支店名は合併・統廃合等に注意  

フリガナは正確に  

例 )「チヅ」と「チズ」  

「ヤマサキ」と「ヤマザキ」など。  

住民登録上のフリガナと  

違う場合はその旨欄外に記入。  

該当項目にチェック  

承諾者の住所・氏名を記入  

申請者と承諾者が  

同居の場合でも、  

別々の印を押印  

※認印で OK 

改修先の住所を記入  
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介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了届 工事後 
 

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ  チョウフ ハナコ 
保険者番号 

 １ 
３ ２ ０ ８ ４ 

被 保 険 者 

氏 名 

 

 調 布 花 子 

 
被保険者番号 

０ ０ ０ ０ ９ ９ ９ ９ ９ ９ 

生 年 月 日 明・○大 ・昭１１年１１月１１日生 性  別 男 ・ ○女  

住 所 
調布市小 島 町〇－〇－〇                  

電 話 番 号 ℡  ×××   （ ××× ） ×××× 

承認決定日 

 

令和 ×年  〇月 ×  日 
○ 承認決定通知書の日付です。 

 

着 工 日  令和 × 年  × 月  〇  日 
 

完 成 日  令和 × 年  × 月  〇  日 

改 修 費 用 
  ２００，０００    円 
 

○ 200,000円を超える金額の場合は，200,000円とします。 

 

添 付 書 類 
① 領収証 (日付入りのもので，名義は本人に限る) 

 内訳書 (合計金額が領収証の金額と一致するもの) 

 住宅改修の完成後の状態が確認できる書類 (日付入りの写真，図面等) 

備  考 

 

 

 

 

 

 

 

※ 完了届提出時の入院入所の有無 ⇒ ■無  □有 【 必ずご記入ください 】 
 

調布市長 あて 
 

先に提出した住宅改修費支給申請書について，上記のとおり住宅改修が完了しました 

ので，関係書類を添えて届出します。 
 

令和〇年×月×日 

 

住 所 調布市小島町○－○－○ 

【申 請 者    】                       電話番号 

氏 名 調布 花子       ㊞    ××× (××× ) ×××× 

 

 

 

【調布市記入欄】 
申請入力 審 査 決定日 振込日 

 

 

 

   

 

着工日が承認決定日以降  

であることを確認  

支給申請（事前）と内訳が  

変わってしまった場合は，  

この欄に理由と変更内訳を記入  

在宅である必要があるので，

必ず無にチェック  

入院・入所中の場合は，  

退院・退所後に提出  

工事完了後すみやかに  

提出願います。  

利用者が亡くなった場合は，  

相続人代表者名(※自筆 ) 

住宅改修（償還払用）（完了届）記入例  

被保険者証の 

名前を記入 
被保険者証を確認 

被保険者証の住所を記入 

当てはまるものに 

チェック 

訂正箇所がある場合，この印を使用 

(認印でOK)※修正液等は使用不可 

例えば改修費用の見積が  

320,000 円だった場合，  

200,000 円(320,000円)と記入  

以前に 100,000 円の利用  

があり，今回の住宅改修が  

150,000 円だった場合は，  

100,000 円(150,000 円)と記入  

 

承認決定通知は， 

利用者へ 

必ず通知しています。 
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介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修完了届（受領委任払用）工事後  

 

フリガナ  チョウフ  タロウ  
保険者番号   1 3 2 0 8 4 

被保険者

氏   名  
調布  太郎  

被保険者番号  0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 

生年月日  明 ･大 ･○昭 ○ 年  ○ 月 ○ 日  電話番号  ××（ ××  ）×× 

住   所  調布市小島町○－○－○  

承認決定日  令和○年  〇月×日（※承認決定通知日を記載してください。）  

着工日  令和○年  ×月×日  完成日  令和〇年  ×月×日  

①改修費用  

 

（３２０，０００）  

２００，０００円   
○ 200,000 円 を 超 え る 金 額 の 場 合

は ， 200,000 円 と し ます 。  

②自己負担額  

（３００，０００）  

２０，０００円   
※ １ 円 未 満 切上 げ  

(利 用 者 負 担 割 合 ：   割 ) 

③保険支給予定額（①－②）  １８０，０００円   

添付書類  

■  領収証（日付入りのもので，名義は本人のもの）  

■  内訳書（改修費用の総額と領収証の内訳がわかるもの）  

■  住宅 改修の 完成後 の状 態が確 認で きる 書類 （日付 入り の写 真， 図面

等）  

備   考  

 

 

 

 

 

※完了届提出時の病院・施設等への入院入所の有無  ⇒  ■無  ☐有  

受任者  

登録番号  調住１９－１１１  

住   所   調布市布田○－○－○  

事業所名   調布住宅改修株式会社  

代 者名   介護  要  

電話番号   ０４２－４８１－××××  

調布市長  宛  

 

 先に提出した住宅改修費支給申請書について，上記のとおり住宅改修が完了しまし

たので，関係書類を添えて届出します。  

 

令和○年  ×月×日  

【申請者】住   所  調布市小島町○－○－○  

氏   名  調布  太郎        ㊞  

 

電話番号  ××（ ×× ）×× 

 

被保険者証の 

名前を記入 

被保険者証を確認 

被保険者証の住所を記入 

承認決定通知は， 

利用者と受任事業者へ 

必ず通知しています。 

負担割合証 

を確認 

着工日が承認決定日以降 

であることを確認 

例えば改修費用の見積が 

320,000 円だった場合， 

200,000 円(320,000 円)と記入 

以前に 100,000 円の利用 

があり，今回の住宅改修が 

150,000 円だった場合は， 

100,000 円(150,000 円)と記入 

 

当てはまるものに 

チェック 

支給申請（事前）と内訳が 

変わってしまった場合は， 

この欄に理由と変更内訳を記入 

在宅である必要があるので， 

必ず無にチェック 

入院・入所中の場合は，退院・退所

後に提出 

訂正箇所がある場合，この印を使用 

(認印でOK)※修正液等は使用不可 

工事完了後すみやかに 

提出願います。 

利用者が亡くなった場合は， 

相続人代表者名(※自筆) 

例)利用者負担金額を 

計算した結果が 

12,345.6 円だった場合， 

12,346 円 

住宅改修（受領委任払用）（完了届）記入例 

第８号様式（第１０関係） 
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【調布市記入欄】 

資  格  要介護度  申請入力  審  査  決定日  振込日  

１  ２  
要支援  1 2 

    
要介護  1 2 3 4 5 
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